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ハーメネイー体制下における法学権威と学知システムの変容

―国家による宗教制度への政治的影響力をめぐる考察―1)

黒　田　賢　治 *

Transformation of the “Knowledge” and Development of the Marja‘-e Taqlid 

under Khamene’i’s Leadership: Reconsidering the Infl uence of the Political 

Order on the Religious System

Kuroda Kenji*

Several weeks after the death of Aya Allah al-‘Uzma ‘Ali Araki in November 1994, 
Supreme Leader ‘Ali Khamene’i was promoted by the two Iranian Islamic jurist groups 
as one of the recommended maraja‘-e taqlid (“sources of emulation,” the title of the 
highest-educated Islamic jurisconsults).  This event has had an impact on not only the 
marja‘-e taqlid system but also the relationship between political authority and religious 
authority in post-Khomeini Iran.  Although many researchers have referred to this 
event, only a few have examined its subsequent infl uence on both Iranian politics and 
the marja‘-e taqlid system in Iran.

In this paper, I will attempt to reveal the infl uence of this event on the marja‘-e 
taqlid system in Iran in two ways.  First, I will illustrate the character of the new 
marja‘-e taqlid concept that was developed by the two associations, focusing on not 
only the intermittent aspect but also the continuous relationship between the marja‘-e 
taqlid system and the two associations’ announcements.  Second, by focusing on the 
location of Khamene’i as a marja‘-e taqlid in 2008, I will show the infl uence of this new 
marja‘-e taqlid concept on the development of the marja‘-e taqlid system in Iran after 
the 1994 event.

1．は じ め に

イランでは 1979 年の革命とその後の政治闘争を経て，イスラーム法学者（以下・法学者と

略記）が政治的に重要な役割を担う支配体制になった．宗教と政治が密接に絡み合った支配体

制の出現によって，毎週金曜日の昼に行なわれる集団礼拝への成人男性の参加が義務化される
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など，一般信徒の信仰実践のあり方やそれを取り巻く環境に何らかの影響が及ぼされてきた．

本稿で論じる法学権威（Prs. marja‘-e taqlid, pl. maraja‘-e taqlid, Ar. marji‘ al-taqlid, pl. maraja‘ 

al-taqlid）のあり方もそのひとつである．

法学権威とは，イスラームの最大分派 12 イマーム・シーア派（以下・シーア派と略記）に

おける，一般信徒が自身の信仰実践の手本とする高い法学的知識をもった法学者を指す．一般

信徒が法学権威を手本とするところは，礼拝といった日々の宗教実践から政治運動まで幅広

い．近現代のイランにおいて法学権威が政治運動に与えた影響は大きく，イラン革命を指導し

たホメイニーもまた法学権威であった．

こうした社会／政治的影響力をもつ法学権威を法学者のなかから選定するプロセスについて

は，基本的には，法学者内で行なわれてきた法学的知識の修得程度にもとづいて法学者同士を

峻別する学知システムと，一般信徒自身による選択に委ねられてきた．もちろん国家が特定の

法学権威を手本とするようにシーア派ムスリムの国民に促すことはあったものの，それでも国

家の都合で法学権威を生成することはできなかった．

しかしイランでは 1994 年末に，政治問題を背景としながら，同国の国家元首にあたる最高

指導者2）ハーメネイー（‘Ali Khamene’i b. 1939）が国家側の法学者組織によって，法学権威と

して一般信徒に紹介され，彼を手本とすることが推奨された．ハーメネイーは法学者としては

中堅に位置づけられ，法学権威に足る十分な法学的知識を兼ね備えていないことは明白であっ

た．それゆえこの発表は一般的な法学権威のあり方からすれば，従来の法学権威の選定プロセ

スとは異にし，国家側の法学者組織が十分な法学的な知識を兼ね備えていないハーメネイーを

法学権威に仕立て上げたということができる．

本稿では，この発表が既存の法学者社会での法学権威のあり方に与えた影響について，

2008 年 9 月 1 日から 2008 年 10 月 26 日にかけてイランのコム州コム市（Prs. Qom　以下・

コムと略記）を中心に行なったフィールド調査をもとに検証したい．

 1） 本稿におけるペルシア語およびアラビア語の転写は，『岩波イスラーム辞典』に準拠した．法学者名の転写に関

しては，出身地ではなく活動の中心地にもとづき，アラビア語転写とペルシア語転写のどちらを採用するかを

決定した．アラビア語起源のペルシア語の宗教用語については，本稿の議論との関わりで重要と思われるもの

についてはペルシア語発音を採用し―その場合には Prs. でペルシア語転写を表すだけでなく，Ar. でアラビア

語転写も併記した，本稿の議論とは直接関係のないものについてはアラビア語発音を採用した―その場合には

単にアラビア語転写にとどめた．人物の日本語表記は，基本的には家系名にとどめたが，本稿内で同姓の人物

がいる場合には名前も併せて表記した．

 2） Prs. Rahbar Mo‘azzam. 司法権の最高責任者である司法権長（Prs. Ra’is-e Qovve Qaz̤a’i）の任命権，議会の立

法審査および国政選挙の立候補資格審査権をもつ監督者評議会（Prs. Shura-ye Naghahban）の半数を構成す

るイスラーム法学者の任命権をもつ．また国防省管轄下の国軍（Prs. Artesh）および革命防衛隊（Prs. Sepah-e 
Pasdaran-e Enqelab），内務省管轄下の治安維持部隊（Prs. Niru-ye Entezami），および情報安全省管轄下の特殊部

隊を合わせた軍の最高司令官である［Wehrey et al. 2009: 9］．
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2．法学権威の概要

19 世紀半ばからシーア派では，一般信徒が信仰実践において自身が決めた高位の法学者の

見解を手本とし，自身が決めたそのような法学者に宗教税3）を支払うことが慣習化されてきた

［Amanat 1988; Cole 1983: 33-46; Moussavi 1996: 279; Walbridge 2001a: 4; Mervin 2004: 63-

65］．4）これはシーア派独自の慣行であり，その背景には信徒が専門家と非専門家に大別される

ことによる．本来なら，全ての信徒が信仰生活上の諸問題に取り組めるように法判断（エジュ

テハード Prs. Ejtehad/Ar. Ijtihad）を行なえることが信仰上の義務とされ，全ての信徒は法判

断を下すことのできる者（モジュタヘド Prs. Mojtahed/Ar. Mujtahid）である必要がある．し

かしたとえ数十年間にわたって専門的に法学を学んだ法学生であっても，ほんの数パーセント

しかモジュタヘドの段階には達することができないほどの険しい道である．それはクルアーン

（コーラン）やハディース，5）また法学書を丸暗記すればよいというわけではなく，法判断に至

る過程を自身で体系化させていく必要があり，全ての信徒がモジュタヘドになることは現実的

には不可能である．

そのため，モジュタヘド以外の非専門家の一般信徒が，専門家であるモジュタヘドの指導を

受けることで，6）義務が免除されるという方法がある．ただ当然ながら，どのモジュタヘドの

見解が優れているのかという問題があり，最も優れたモジュタヘドを選出する方法を目的のひ

とつに，法学権威制度が始まった［e.g. 富田 2003: 322-323］．7）しかし法学者が法学権威とな

るこの慣習は固定的ではなく，自然発生的で流動性に富む．たとえば，1961 年に時の大法学

権威ハサン・ボルージェルディー（Prs. Hasan Borujerdi d. 1961）が死去して以降，従来の慣

 3） ホムス（Prs. Khoms/Ar. khums）．年間に得られた収入の 5 分の 1 を税として支払う．シーア派法学者によるホ

ムスをめぐる法学的議論の史的展開に関しては，Calder［1982］，Sachedina［1988: 237-244］や Gleave［2004］

を参照．

 4） 本稿では，この高位の法学者と一般信徒の間で行なわれる慣行を便宜的に，法学権威制度と呼ぶ．

 5） スンナ派では預言者ムハンマドの言行や慣行について纏めたものであるが，シーア派ではそれに加え，ムハン

マド没後の彼らの指導者（Ar. imam）の言行録も含まれる．これらは法裁定を行なう際のクルアーンに次ぐ，

法源として用いられる．

 6） （1）神の唯一性（Ar. tawhid），（2）［神の］正義／公正（Ar. ‘adl），（3）諸預言者の存在（Ar. nubuwa），（4）

［シーア派において預言者ムハンマド没後の共同体の指導者であったと考える］イマームの存在（Ar. imama），

（5）最後の審判（Ar. ma‘ad），総じて「宗教の根源（Ar. usul al-din）」と呼ばれる特に重要な信仰箇条について

は，一般信徒自身の確信が必要とされ，モジュタヘドに従うことは禁じられている．一般信徒がモジュタヘド

に従う義務があるのは，総じて「宗教の枝葉（Ar. furu‘ al-din）」と呼ばれる議論の余地のある法学の諸問題，

つまり外面の行為である［cf. 富田 1997: 44-45］．

 7） 法学権威制度が生まれる背景には，シーア派法学派内の論争およびシーア派から派生した新宗教であるバーブ

教との宗教論争があり，そのなかで第 1 に学派の組織化，第 2 に集権的な法学者の存在の確立を目的とするな

かで始まったと考えられている［cf. Amanat 1988; Cole 1983: 33-46; Moussavi 1996: 279; Walbridge 2001a: 4; 
Mervin 2004: 63-65］．シーア派の信徒や一部の研究者は，9 世紀半ばあるいは 14 世紀初頭に制度が始まったと

考えるものの［cf. Sachedina 1988］，組織形成のレベル，あるいは法学権威の機能を判断基準に，現代的な法学

権威制度の開始を 19 世紀半ばに定めている［e.g. Hosein 1377; Latif-Pur 1379; Aziz 2001: 143-147］．
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習に変化が生じ，常時，複数の法学権威が連立する状態となった［e.g. 富田 2002: 935］．

一般には，同師までの時代では，同じ時期に法学権威となった複数の法学者のなかで最長

命の法学者が死去することではじめて新たな法学権威が複数選ばれてきた［e.g. Momen 1985; 

Walbridge 2001a］．しかし同師の没後には，法学権威の補充／追加が連立中にもなされだし

たためである．またそれぞれの専門領域に限定して従うという役割分担論が主張されるなど

新たな制度論も登場したこともその一因であることが指摘されている［Akhavi 1980: 122; 

Calmard 1991: 553］．

もちろん法学権威となるための要件について論じられていないわけではない．基本的な要件

としては，（1）男子，（2）成年，（3）理性を有すること，（4）嫡出子，（5）存命中，8）（6）12

イマーム派信徒であることである［富田 2002: 935］．9）これに加え，クルアーンとスンナの知

識，あるいは健常な視聴覚や識字能力をあげる場合もある［Ṭaleqani 1374: 132; Algar 1969］．

また研究者の間では，20 世紀初頭に法学権威であったムハンマド・カーズィム・ヤズディー

（Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1925）が，『固き絆（Ar. al-‘Urwa al-Wuthqa）』と題した信仰

生活上の想定問題解決集を著して以来，信仰生活上の想定問題解決集の執筆も要件に数える見

解もある［e.g. Walbridge 2001a: 5; 富田 2002: 935］．10）

もっとも，法学権威は一般信徒の信仰実践の手本であり，それゆえ遭遇するさまざまな局面

をイスラーム法に則って解決していく存在である．そのため先行研究では，凡そとして法学的

知識の程度を示し，法学者同士のヒエラルキー的な秩序を形成する 6 つの称号のうち，最高

位の称号「大アーヤトッラー（Prs. Ayat Allah al-‘Ozma/Ar. Aya Allah al-‘Uzma）」を冠せられ

る場合が多い［e.g. 富田 2002: 935］．11）

法学者の称号としては，下位から順に「学徒（Prs. Ṭalabe/Ar. Ṭalaba）」，「イスラームの信

頼できる者（Prs. Ẕeqat al-Eslam/Ar. Thiqa al-Islam）」，「イスラームの証（Prs. Hojjat al-Eslam/

Ar. Hujja al-Islam）」，「イスラームとムスリムの証（Prs. Hojjat al-Eslam va-l-Moslemin/Ar. 

Hujja al-Islam wa-l-Muslimin）」，「アーヤトッラー（Prs. Ayat Allah/Ar. Aya Allah）」，大アー

 8） 存命中という条件に関してはホメイニー師の没後，その彼を手本としていた一般信徒が継続してホメイニー師

に習従することを求めたために，存命中の法学権威の許可によって物故者への習従が認められている［Gieling 
1997: 779］．

 9） Calmard［1991: 554］は，12 イマーム派であることに代えて公正（Prs. ‘edalat/Ar. ‘adala）をあげる．

10） このような想定問題解決集は，一般に『諸事集（Prs. resale-ye amaliye）』あるいは『諸問題の説明（Prs. towz̤ih 
al-masa’el）』という名前で知られている．しかしこれはイランに居住する法学者が執筆した際につけられるもの

であり，イラクの廟都市に居住する法学権威がアラビア語で執筆する際には，たとえばスィースターニーのよ

うに『正しき方法（Ar. minhaj al-Salihin）』と名づける場合が多い．ただしそれらがペルシア語に訳された場合，

あるいはイランに居住する信徒に向けて出版される際には，『諸事集』あるいは『諸問題の説明』という題名が

つけられる．

11） 法学者の称号の史的展開については，Amanat［1988］が詳しい．ただ現代でも地域間で法学者の称号には差異

がある［cf. 黒田 2008: 184］．
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ヤトッラーがある．法学者がこれらの階梯を上昇するためには，「学徒」から「イスラームと

ムスリムの証」までについては，法学院（Prs. madrase/Ar. madrasa）12）の学習段階を修了する

ごとに上昇する．先述の自身で法見解を示すことができるモジュタヘドは，「イスラームとム

スリムの証」の称号をもつ一部および「アーヤトッラー」，「大アーヤトッラー」がそれにあ

たる．13）モジュタヘドとなった後に「アーヤトッラー」の段階に達するには，イスラーム法学

院であるマドラセ（Prs. Madrase/Ar. madrasa）で教授活動を行なうとともに，その知識を他

の法学者に認められるために法学書などの執筆活動を行ない，「大アーヤトッラー」になるた

めには，さらに長年の間教授活動を行なうとともに，さらに多くの著作を著すことが必要とな

る．こうして法学者同士のサークル内でその学識的権威が認められた法学者こそが，法学権威

であると一般的には考えられている．

他方，一般信徒が法学権威を選ぶ方法については，理念的には一定の方法がある．理念的に

は，成年の一般信徒は，（1）自身に法学的知識がある場合には自身の確信によって法学権威

を決めることができるものの，そうでない場合には（2）2 人の法学的知識がある公正な人物

が認め，その学識の高さについて異論がないモジュタヘドから法学権威を選ぶ，あるいは（3）

学識の高さに異論はあるものの，3 人以上の法学的知識がある公正な人物が認めるモジュタヘ

ドのなかから法学権威を選ぶ［富田 1997: 46］．この法学的知識があり公正な人物というのは，

モジュタヘドにまで到達していない法学者のことを指し，理念的には大抵の一般信徒は法学者

との相談によって法学権威を選ぶことになっている．実態としては，普通の一般信徒が自身の

政治的志向と合致するモジュタヘドから法学権威を決定する場合や，自身の同郷の法学者を法

学権威に選ぶといったように地縁関係で決定する場合なども報告されている［e.g. Walbridge 

1996: 71-82］．また筆者の経験では，特に誰とも相談せず，単に有名であるからといった理由

で決定している一般信徒も少なくなかった．つまり実態としては，一般信徒が法学権威を選ぶ

際には，個人的な志向性に依存しているといえよう．

このように法学権威は，明確な選定方法こそないものの，暗黙の了解として高度な法学的知

識をもった法学者のなかから，一般信徒の個人の志向性にもとづいて選び出されてきた．こう

した法学権威のあり方とは異なった状況が，1990 年代半ばのイランで同国の国家元首に当た

るハーメネイーが推奨法学権威として発表されることで起きた．

12） マドラセではイスラーム法学以外にも，イスラーム哲学や倫理学といったイスラーム諸学についても教育が行

なわれているものの，イスラーム法学の修得を中心的な目的としてカリキュラム編成が行なわれていることか

ら，敢えて法学院という訳語をつけた［cf. 黒田 2007: 341, 350-352］．またマドラセには一般的な学校を指す意

味があることを注記したい．

13） 「イスラームとムスリムの証」には，法学院の修了課程（Prs. dars-e kharej）に在籍する法学生からその課程を

修了させた法学生までが含まれている．自身で体系化した法判断に至る過程を，モジュタヘドである師から妥

当な方法であると認められることで，モジュタヘドとなることができる．そのため，「イスラームとムスリムの

証」にはモジュタヘドと非モジュタヘドが混在している．
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3．国家による法学権威の選定過程への介入

ここではハーメネイーが，国家側が推奨する法学権威として紹介された 94 年末の発表とそ

の背景にある政治と宗教とが相互に依存しあった支配体制における法学権威の位置づけについ

て明らかにしたい．

イランでは，1979 年の革命とその後の政治闘争の結果，法学者が政治的に重要な役割を担

う支配体制が樹立された．法学者がイラン政治において重要なアクターであったことはそれ以

前にもあったものの，法学者が直接的に政治に関与する支配体制の出現によって，法学権威の

あり方にも少なからず影響が及んできた．

まず問題とされたのが，イスラーム法の施行者である国家の政策14）と一般信徒がイスラーム

法の解釈を委ねている法学権威の解釈との間に齟齬が生まれた場合，どちらの見解が優先され

るかという問題であった．つまり法学権威の法解釈に一般信徒が従う必要があるなかで，その

法解釈が国家政策に反した場合，国民でもあり，一般信徒でもある個人はどちらの見解に従う

必要があるのかという問題である．

最高指導者であったホメイニー（Prs. Ruh Allah Musavi Khomeyni d. 1989）も法学権威で

あったが，ムスリムのイラン国民全てがホメイニーを法学権威としていたわけではなかった．

イラン国民のなかには，法学者の政治関与に否定的な見解をもち，ホメイニーの論敵であった

イラクのナジャフに居住するフーイー（Ar. Abu al-Qasim al-Khu’i d. 1992）の見解に従う者

や，法学者が直接的に政治に関与することを批判し，自宅軟禁にあったシャリーアトマダー

リー（Prs. Mohammad Kazem Shari‘atmadari d. 1986）の見解に従う者も少なくなかった．彼

らは国家に反する法学見解をだす可能性があるため，国家にとって法学権威は潜在的な脅威で

あった．15）この問題については，ホメイニーが 1988 年にイスラーム法にもとづいた統治を行

なうイスラーム国家（Prs. hokumat-e eslami）による命令が最高の権威をもつという見解を示

すことで解決を試みた［Gieling 1997: 779］．

法学権威でもあったホメイニーが，法学権威の見解にではなく，イスラーム国家に法学権

威に勝る権威を付与した背景には，他の法学権威の脅威とともに後継者問題があった．1979

年に制定された憲法では，最高指導者の要件として法学権威であることが定められており

［Qanun Asasi-ye Jomhuri-ye Eslamiye Īran n.d.: 33-34］，それを背景に，最高指導者は政治・

14） これは革命後のイラン国家の政策が，必ず一般的なイスラーム的法解釈の手順に従っているというわけではな

い．手順に従った場合に公共の利益が著しく損なわれる場合には，イスラーム法の手順を廃し，公共の利益を

優先させる場合もある［cf. 富田 1999］．

15） 法学権威が国策に反する法見解をだすことが国家にとって脅威ではあったが，それは潜在的なものにとどま

り，実際に 80 年代後半にホメイニーを脅かしたのはラディカルな若手の中堅法学者であった．これについては

［Arjomand 2009: 33-35］を参照．
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宗教双方の指導者であるだけでなく，最高指導者が下す決定に法的正当性が付与されていた

［cf. Milani 1992; Omid 1992; Walbridge 2001a: 5］．この国家と宗教制度の関係がホメイニー

の後継者をめぐる問題のなかで重大な影響を及ぼすことになった．

当初後継者に指名されていたモンタゼリー（Prs. Hoseyn-‘Ali Montaz̤eri d. 2009）は，イラ

ン・コントラ事件との関係で，16）ホメイニーとの確執が強まり，後継者指名を撤回された．そ

の代わりとなるような憲法の要件を満たした人物はおらず，当時大統領であったハーメネイー

が次期最高指導者となることが予想された．しかし彼は法学権威ではなく，到底ホメイニーが

もっていたような法学的な権威には及ばなかった．そこでホメイニーによって憲法修正の指

示が下され，最高指導者の要件から法学権威であることが削除され，政治・社会問題につい

て最有識（Prs. A‘lam）の法学者から選定されるという要件に変更された［cf. Edare-ye Koll-e 

Omur-e Farhangi wa Ravabet-e ‘Omumi Majles-e Shura-ye Majles 1381: vol. 2 631-710, vol. 3 

1204-1494］．憲法修正はハーメネイーを合法的に最高指導者に就任させた一方で，それまで

の理念的には政治・宗教的な指導者であった最高指導者の職を，単なる政治指導者にとどまら

せることになった．そして宗教的な側面に関してはレザー・ゴルパーイェガーニー（Prs. Rez̤a 

Golpayegani d. 1993）やアラーキー（Prs. ‘Ali Araki d. 1994）といった国家の方針に概ね好意

的な法学権威に委ねられた．

換言すれば，ホメイニー期には，イランの国家指導者は政治・宗教双方の指導者であったの

に対し，ハーメネイー期になると，イランの国家指導者は単に政治的指導者にとどまり，宗教

については法学権威が担うという二元的な指導体制となった．しかし最高指導者が政治・宗教

双方の指導者であるべきとの規範論が根強くありつづけた．その結果，最高指導者を一元的指

導者へと回帰する方法をめぐり，国家内では 2 つの立場に分かれ，半ば分裂状態に陥った［富

田 1997: 39-44, 49-52］．

第 1 の立場は，法学権威の最も重要な要件を法学的知識から政治的知識に修正し，ハーメ

ネイーを政治的知識において最上位の法学権威とすることで問題を解決しようとした．政治能

力が法学権威にとって重要な側面であることは，歴史的にみれば決して珍しいものではない．

たとえばホメイニーも法学権威であったものの，法学権威のなかでは最高の法学的知識をもっ

ていたわけではなく［Akhavi 1980: 100-101］，むしろ政治的活動の面で評価された法学権威

であったともいわれている［Momen 1985: 255; Walbridge 2001a: 5］．17）しかし第 1 の立場の

16） イラン・イラク戦争（1980～88 年）中，レバノンで米国兵士らが拘束され，人質となった際，イラン政府と

米国政府の間で，イランが人質解放への協力を見返りに，米国からの武器を輸入することが秘密裏に結ばれた．

この武器輸入によって米国政府が得た利益は，ニカラグアの反体制ゲリラ（コントラ）に供与されていた．米

国とイランとの秘密交渉については，モンタゼリーの娘婿の弟メフディー・ハーシェミーを中心とした政府外

交への批判勢力が米国との秘密交渉を暴露し，まずイラン国内にパンフレットの形で，続いてレバノンの週刊

誌「アッ= シラーア（al-Shira‘a）」に流し，記事となり明るみに出た．
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目的は，たんに法学権威の要件として政治性を強調することではなく，政治的知識にもとづい

た法学権威論を主張し，イスラーム法学に関して最有識であること（a‘lam）にもとづいた従

来の法学権威論を排除することにあった．18）ただし，それは信徒の信仰生活に混乱を生む可能

性が高く，モハンマド・ヤズディー司法権長19）（Prs. Mohammad Yazdi b. 1931/2），ナーテク・

ヌーリー「国会」20）議長（Prs. Ali Akbar Nateq Nuri b. 1943）らが第 1 の立場でハーメネイー

を法学権威に推そうとしたが，国家内でも批判する声が大きかった．21）

第 1 の立場に批判的な主張が第 2 の立場であり，彼らは最高指導者の権限を法学権威より

も優先させようとした．これはイスラーム国家によって発せられる命令を最上の解釈として位

置づけるホメイニー期の最高指導者論を引き継ぐ立場であるとともに，従来の法学権威を認め

ることで信徒の信仰生活への混乱を最小限に抑えつつ，最高指導者のプライオリティを確保す

ることで国家に反する法学権威の法令を牽制することができる．しかし，現実問題として最高

指導者である（最高の法学知識をもつわけではない）ハーメネイーの権威を，最高の法学知識

をもつ法学権威よりも上位にあるとする根拠を探すことが困難を極めたであろうことは想像に

難くない［cf. Walbridge 2001b: 234-235］．

こうした 2 つの立場の角逐を背景に，94 年 11 月の国家が推奨した法学権威アラーキーの

死去を受けて，右派の法学者組織，テヘランの闘うウラマー協会（Prs. Jame‘-e Rowhaniyat-e 

Mobarez-e Tehran 以下・闘うウラマー協会と略記），コム・ホウゼ講師協会（Prs. Jame‘-e 

Modarresin-e Howze-ye ‘Elmiye-ye Qom 以下・講師協会と略記）が，それぞれ法学権威として

推奨する複数の法学者を公表した［富田 1997: 42; Gieling 1997: 780］．時系列に沿えば，12

月 1 日に闘うウラマー協会が 3 名の法学者を，7 日に講師協会が 7 名の法学者を推奨する法学

権威として発表した［富田 1997: 42; Saleh 1385: vol. 8. 213-214］．

両組織が推奨する法学権威にハーメネイーが含まれていることが国家の方針を反映して

17） 法学権威の政治的役割を重視する法学権威論は，法学権威であったハサン・ボルージェルディーの死後に検討

されはじめた［cf. Lambton 1964: 120; Calmard 1991: 548-549］．

18） たとえば，テヘランの金曜礼拝説教師ジャンナティー（Prs. Ahmad Jannati b. 1926）が，アラーキー没後の金

曜礼拝において政治的指導力を法学権威の特に重要な条件としてあげている［cf. 富田 1997: 51］．

19） 89 年の憲法改正によって，新設されたポスト．従来最高裁判所長官が実質的な司法府の最高責任者であったが，

司法権長が司法府の最高責任者の役割を担うようになった．

20） 監督者評議会と合わせて政治制度上，立法府にあたる．イラン革命後から 1979 年までは，国民評議議会（Prs. 
Majles-e Shura-ye Melli）という名称であったが，1989 年の憲法改正にともない，イスラーム評議議会（Prs. 

Majles-e Shura-ye Eslami）に変更された．

21） たとえば，93 年にレザー・ゴルパーイェガーニーが死去した際，ハーメネイーが葬儀を主宰することを遺族が

拒否している．富田［1997: 41］によれば，法学権威の葬儀を主催することは後継者であることを意味すると

考えられており，遺族がハーメネイーの葬儀主催を拒否したことはレザー・ゴルパーイェガーニーの後継者と

しての資格がないと主張したことになる．結局葬儀は，ゴルパーイェガーニーの娘婿サーフィー・ゴルパーイェ

ガーニー（Lotf Allah Safi Golpayegani b. 1920）によって執り行なわれ［富田 1997: 56］，サーフィー・ゴルパー

イェガーニーは 2003 年ごろから法学権威になった［Ahmadi 1386: 400］．
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いるわけであるが，それと同時にイラン国家に批判的なモンタゼリー，コンミー・タバー

タバーイー（Prs. Qommi Ṭabataba’i d. 2007），モハンマド・サーデク・ロウハーニー（Prs. 

Mohammad Sadeq Rowhani b. 1926）22）が除外された．加えてイラン国家の支配体制に明確な

賛否の姿勢を示さないイラクのナジャフ在住のスィースターニー（Ar. ‘Ali al-Sistani b. 1930）

といった法学者についても除外された．しかしそれでもハーメネイーを除いて，発表された法

学者については，概してイラン国内では高い法学的知識をもった法学者であり，23）発表される

以前からもそれほど有名ではなかったものの法学権威であった．24）

推奨する法学権威にハーメネイーが数えられた理論的根拠については，しばしば政治的知識

の優越性が強調された．その点においては，国家内で政治的知識を法学権威の要件に加えよう

とする第 1 の集団の見解が反映されているといえよう．しかし推奨の優先度を考えれば，彼

らが主張したように政治的知識が最優先されたのではないことがわかるだろう（表 1 参照）．

また第 2 の集団に関しても，ハーメネイーの優先度が下げられることで，信徒の信仰生活の

混乱を避けようとする目的が部分的には達成された一方で，ハーメネイーが法学権威として紹

介されたことで，最高指導者の権限を法学権威の権限よりも上位に位置づけようとする目的は

達成されなかったといえるだろう．それゆえ，この発表を両集団の調停のための妥協の産物と

22） 同氏の表記については，モハンマド・ルーハーニーと記されていることが多い［e.g. 富田 1997: 41］．しかし本

稿で彼の兄モハンマド・ホセイニー・ローハーニー（Mohammad Hoseyni Rowhani d. 1997）と混同しないよ

うに，敢えてモハンマド・サーデク・ロウハーニーと記載した．

23） 同点について，富田［1997: 42］は，イラン国外で法学的な知識の高さが知られていたのは，ランキャラーニー

だけであったと指摘している．ただフーイー没後にもイラン国内で法学権威としての名声を高めたマカーレム・

シーラーズィー［Ehteshami 1995: 51; 富田 1997: 41］，アラーキーの実質的な後継者であったバフジャトらが推

薦法学者リストにあがっているように，発表に含まれていた法学者の水準はイラン国内に限れば概して高かっ

たと考えられる．

24） 2008 年 9 月 7 日にヴァヒード・ホラーサーニー事務所で，2008 年 9 月 18 日にショベイリー・ザンジャーニー

事務所で筆者がいつから法学権威になったのかとそれぞれの法学者の職員に質問をしたところ，ヴァヒード・

ホラーサーニーは 1978 年頃から，ショベイリー・ザンジャーニーは事務所開設に関しては 1993 年ごろからと

いう返答を得た．また 2008 年 9 月 8 日に行なったバフジャト事務所とのインタヴューによれば，曖昧ながら

彼がモジュタヘドとなり信徒がバフジャトに質問を寄せ始めたときという回答が寄せられたように，94 年末以

前からであった．

表 1　1994年末における国家側の推薦法学権威の一覧

1．ランキャラーニー（Prs. Mohammad Faz̤el Lankarani d. 2007）*

2．バフジャト（Prs. Mohammad Taqi Bahjat d. 2009）

3．ハーメネイー*

4．ヴァヒード・ホラーサーニー（Prs. Hoseyn Vahid Khorasani b. 1921）

5．ジャヴァード・タブリーズィー（Prs. Javad Tabrizi d. 2006）*

6．ショベイリー・ザンジャーニー（Prs. Musa Shobeyri Zanjani b. 1928）

7．マカーレム・シーラーズィー（Prs. Naser Makarem Shirazi b. 1926）

* はテヘラン・闘うウラマー協会が紹介した法学者
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表現する富田［1997: 52］指摘は，正鵠を射ている．

しかしながら妥協の産物とはいえ，従来の高い法学的知識をもった法学者が法学権威となる

という法学者内の暗黙の了解とは異なるものであった．そのため国内における反発も大きく，

ハーメネイーはみずから 12 月 18 日にイラン国内における法学権威としての役割を辞退し，

国外の信徒に限定して法学権威の役割を担うという声明を発表し，事態の収拾を図った．

こうした推奨する法学権威としてハーメネイーを載せた発表は，政治問題を背景に，法学者

同士の暗黙的了解を前提に行なわれている法学権威のあり方に国家が強く介入したことを示唆

するものであることは，研究者の間で異論はない．しかし国家にとってその発表がもつ重要性

については，研究者の間でも見解に相違がある．

たとえば，Arjomand［2009: 41-52］は，支配体制の維持に与えた影響に焦点を当て，ハー

メネイーは法学権威位を根拠とした法学者としての権力を確立できなかったが，（法学者サー

クルではなく）専門家会議，25）監督者評議会，26）公益判別評議会27）といった国家の政治機関が機

能することで，国家の支配体制が維持されたと指摘する．28）つまり Arjomand は，国家にとっ

て法学権威のあり方への介入はそれほど重要なことではなかったと評定している．

他方，Walbridge［2001b］は，国家による介入は非常に重要であったと評定している．ま

ず Walbridge［2001b: 235］は，ハーメネイーが国内での法学権威としての役割を辞退すると

いう声明を出す一方で，翌年 95 年 2 月 7 日の『St. Petersburg Times』紙の報道が，国内にお

いてもハーメネイーを法学権威として推奨する活動を継続していた事実を指摘する．加えて法

学権威の展開に与えた影響に焦点を当て，イラン国内でハーメネイーの地位を固めようとし

て，Amnesty International［1997: 8-25］の報告と同様に，国家の発表に反対する法学権威の

支援者や関係者の拘束，あるいはたとえばモンタゼリーに対して行なったように法学権威を自

宅軟禁状態におくといった強硬手段にでたために，その反作用としてイラン国内で法学権威の

役割が弱体化していると指摘する［Walbridge 2001b: 234-245］．法学権威の役割の弱体化は，

法学に関する知識や人々の支持といった重要な要素が国家主導の推薦法学権威発表では抜け落

ちてしまうことに起因している．またそれに伴い，国内とは違った反応が国外で生じている．

国外では従来の法学的知識の高さだけで選ばれているイラクのナジャフに居住する法学権威に

25） Prs. Shura-ye Khobregan. 最高指導者の任命・罷免権をもち，8 年を 1 期とし，議長書記を含め 83 名のイスラー

ム法学者によって構成される．

26） 議会の立法を監督し，国政選挙および専門家会議選挙の立候補者に対する資格審査権を有する．監督者評議会

は 6 名のイスラーム法学者と 6 名の一般の法律家によって構成され，前述のとおり（注 2）参照），イスラーム

法学者に関しては最高指導者によって任命される．

27） Prs. Majma‘-e Tashkhis-e Maslahat-e Nezam. 議会と監督者評議会の決定を調整するために 1988 年に新たに設置

された．監督者評議会議員および大統領，国会議長などによって構成される．

28） 国内政治への影響だけでなく，Arjomand［2009: 174-177］は事件がイランの外交に及ぼした影響についても触

れている．
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従うことを一般信徒が志向する現象が起こっていることから，世界的には法学権威の「アラブ

化（Arabized）」29）が進んでいることも Walbridge は併せて指摘する．

Walbridge［2001b］の議論は示唆に富んでいる一方で，幾つかの問題を孕んだ議論である．

特に Walbridge［2001b: 234-245］が国家による反体制派の法学権威への抑圧策によって，法

学権威の役割が弱体化していると指摘するものの，その論拠は，法学権威への抑圧策を国家が

実施していたこと，また国外の一般信徒の動向に基づいている．30）しかし法学権威のあり方へ

の影響を論じるのであれば，一般信徒側の問題とともに，法学者内の学知システムについても

論じる必要があろう．したがって，法学権威を生み出す法学者内の学知システムの側面にはそ

れほど注意を払っていないという問題がある．

そこで筆者は，法学権威を生み出す法学者内の学知システムへの影響について検証し，

Walbridge［2001b］が指摘するような法学権威の役割の弱体化の問題についても併せて，発

表が法学権威のあり方に与えた影響を論じたい．

4．法学権威事務所と法学権威の来歴

ここでは 94 年末の発表が法学権威のあり方に与えた影響を検証するうえで，2008 年 9 月 1

日から 2009 年 10 月 29 日に筆者がイラン・イスラーム共和国，首都テヘランおよびコム，ま

たイラン第 2 の人口規模をほこるエスファハーン市（Prs. Esfahan）でフィールド調査を行なっ

た間に誰が法学権威と考えられていたのかについて示したい．31）

コムは 1920 年代以降に学問都市として再生し，20 世紀後半にはシーア派の学問都市とし

ての確固たる地位を築いた，いわば現代のシーア派法学の総本山のひとつである．歴史的に

も，学問都市としての再生とともに，多くの法学権威が居を構えてきた．そこで調査をコムで

中心的に行なうとともに，既述のとおり調査対象には法学権威の事務所を選んだ．

法学権威がその役割を担うための活動の拠点として，信徒の質問を受け付ける事務所を構え

ていることは，これまでも暗に示唆されてきた．たとえば，Rosiny［2003］は，法学権威の

もつウェブサイトに着目した研究を行なっているが，そのウェブサイトを管理する何らかの存

在があることが暗に示唆されている．その一方で，これまで法学権威を対象とした研究におい

29） イラクのナジャフに居住する法学者をイラン国外の一般信徒が法学権威に選んでいる傾向にあることを意味す

る．

30） 確かにそうした抑圧策の対象となった法学権威が，その活動に制限を受けていたことは事実である．たとえば，

筆者が 2010 年 2 月 22 日に故モンタゼリーの子息，アフマド・モンタゼリーにインタヴューを行なったところ，

1997 年から 2002 年末にかけて自宅軟禁状態に置かれた際には家族以外との接触は許されず，法学権威として

の活動を十分に行なうことができなかったとの指摘を受けた．

31） 本調査においては，イラン国内で 2 番目に多くの法学権威事務所が存在するイラン北東部の都市マシュハドに

ついては十分に調査できなかった．マシュハドに関しては，Moqaddam［1386］によって記された法学権威を

紹介する書誌を適宜参照した．
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ては，調査の対象にはなってこなかった．法学権威にとって事務所は一般信徒との窓口の役割

を果たしており，一般信徒からみた法学権威を観察するのにもっとも適した調査対象である．

具体的に法学権威の事務所が一般信徒の窓口として機能していることは，そこで一般信徒か

ら寄せられた信仰生活上の疑問への返答を行なっている点に顕著にみられる．直接の訪問，電

話，手紙，またインターネットを通じて送られてくる質問に対し，事務所の法学者スタッフが

各法学権威の著した想定問答集に従って返答する．また法学事務所は徴収した宗教税であるホ

ムスを管理する拠点ともなっている，32）さらに各エマームの殉教日に哀悼集会33）が開かれ，34）ラ

マダーン月の夜にはクルアーン解釈の講義が催される場合もある．35）またイスラーム教徒の義

務であるマッカ（メッカ）巡礼者のために毛布などの必要物資を支給したり，各エマームの殉

教日に生活物資や文房具を支給したりしている法学権威事務所もある．36）

コムの場合，事務所の前には小さく表記されるほかには一見してそれと分かる特徴はない．

しかし事務所が存在する路地に小さな案内板を掲げている場合が多い．こうした目印を手掛か

りに調査をした結果が，図 1 である．図 1 は調査中に存命していたコムの各法学権威の事務

所の所在を示した地図である．コムでは 32 名の法学権威が事務所を構えており，そのうち 25

名がコムに本部事務所を構えている．コムに支部事務所を構えるものの，ハーメネイーはテヘ

ランに，モハンマド・バーケル・シーラーズィー（Prs. Mohammad Baqer Shirazi b. 1931）は

マシュハドに本部事務所を構えており，スィースターニー，ハキーム（Ar. Sa‘id al-Hakim b. 

1936），ヤアクービー（Ar. Mohammad Ya‘qubi）はイラクのナジャフに，ファドゥルッラー

（Ar. Muhammad Husayn Fadl Allah b. 1935）はレバノンのベイルートに本部事務所を構えて

いる．テヘランまたエスファハーンに調査範囲を広げると，テヘランに本部事務所を構える

テフラーニー（Prs. Mojtaba Tehrani）やガラヴィー・アーリヤリー（Prs. Gharavi ‘Aliyari b. 

1935），エスファハーンに本部事務所を構えるマザーヘリーがいる（表 2 参照）．

また調査は，コム，テヘラン，エスファハーンの 3 都市で行なったが，これら以外の都市

にも法学権威の支部事務所あるいは本部事務所が置かれている．支部事務所が置かれるのは，

32） ホムスは一般信徒が直接銀行口座へ振込むほか，法学権威に許可を与えられた代理人（namayande）が徴収す

る場合があり，後者の場合，代理人が事務所に持参する．

33） シーア派では，彼らが預言者ムハンマド没後の指導者と考える 12 人のエマームはいずれも殉教を遂げたと考え

ている．

34） 2008 年 9 月 23 日は初代イマーム，アリーの殉教日にあたるが，サーフィー・ゴルパーイェガーニー事務所お

よびアラヴィー・ボルージェルディー（Alavi Borujerdi）事務所では，哀悼歌の唄い手と殉教物語を語る法学者

が中心となって哀悼集会が開かれていた．集会には法学者のみならず一般信徒も参加するが，参加者は男性に

限られる．

35） たとえば，調査中ムーサヴィー・アルダビーリー（Prs. ‘Abd al-Karim Musavi Ardabili）やゲラーミー，モハン

マド・サーデク・ロウハーニーらはラマダーン中の特定の曜日の夜にタフスィール会を催していた．

36） たとえば，2008 年 9 月 23 日のアリーの殉教日にサーフィー・ゴルパーイェガーニーの事務所では，100 名程

度に対して米 5 キロと油 1 キロを支給していた．同様にヌーリー・ハマダーニー事務所では，学生向けにノー

トを数百名に支給していた．
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イラン国内で唯一のエマームの廟があり，シーア派の学問都市となっているイラン北東部の

マシュハド，あるいは法学権威の地縁にもとづく都市である場合が多い．後者に関していえ

ば，ヌーリー・ハマダーニー（Prs. Hoseyn Nuri Hamadani b. 1926）やマラクーティー（Prs. 

Moslem Malakuti Sarabi b. 1923），マカーレム・シーラーズィーらのように出身地に事務所を

図 1　コムにおける法学権威事務所の所在
A．ハーメネイー支部①　B．ハーメネイー支部②　C．スィースターニー支部　D．バフジャト本部　E．

バフジャト支部　F．ヴァヒード・ホラーサーニー本部　G．モンタゼリー本部　H．マカーレム・シーラー

ズィー本部　I．サーフィー・ゴルパーイェガーニー本部　J．ショベイリー・ザンジャーニー本部　K．ジャ

ヴァーディー・アーモリー支部　L．ハキーム支部　M．ファドゥルッラー支部　N．ヌーリー・ハマダーニー

本部　O．ムーサヴィー・アルダビーリー本部　P．サーネイー本部　Q．モハンマド・サーデク・ロウハーニー

本部　R．カーゼム・ハーエリー本部　S．シャーフルーディー本部　T．サーデク・シーラーズィー本部　U．

ソブハーニー本部　V．モハンマド・バーケル・シーラーズィー支部　W．ゲラーミー本部　X．アラヴィー・

ゴルガーニー本部　Y．マダニー・タブリーズィー本部　Z．ミーラーニー本部　a．アラヴィー・ボルージェ

ルディー本部　b．ジャンナーティー本部　c．マーレキー本部　d．マラクーティー・サーラービー本部　e．

ナジャフィー・キャーボリー本部　f．ドゥーズドゥーザーニー本部　g．ヤアクービー支部　h．アッバー

ス・モダッレスィー・ヤズディー本部
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表 2　イラン国内における法学権威事務所の一覧

法学権威 所在都市 イラン以外の所在地 本部 総数

マカーレム・シーラーズィー コム，テヘラン× 3，
シーラーズ，マシュハド，
エスファハーン，タブリーズ，
カラジュ，アラーク，バーボ
ル，アフヴァーズ，
ニーシャーブール

― コム 13

サーネイー コム，テヘラン，マシュハド，
シーラーズ，エスファハーン，
アラーク，ケルマーン，
ゴルガーン，
ホッラムアーバード，
タブリーズ

― コム 10

ハーメネイー コム× 2，テヘラン，
マシュハド＋ α

ダマスカス テヘラン 5＋α

スィースターニー コム，テヘラン，マシュハド ナジャフ，
ダマスカス，
ベイルート，

ロンドン

ナジャフ 7

ヌーリー・ハマダーニー コム，テヘラン× 2，
ハマダーン，マシュハド× 2

― コム 6

ムーサヴィー・アルダビーリー コム，テヘラン× 2，
タブリーズ，マシュハド，
エスファハーン*

― コム 5

ハキーム コム，エスファハーン ナジャフ，
ダマスカス，
ベイルート

ナジャフ 5

ナジャフィー・キャーボリー
（Prs. Qorbe-‘Ali Najafi Kaboli）

コム，マシュハド ヘラート，
カーブル，

マザーレシャリーフ

コム 5

アラヴィー・ゴルガーニー
（Prs. ‘Alavi Gorgani）

コム，テヘラン，マシュハド，
ゴルガーン

― コム 4

マーレキー
（Prs. Faz̤el Maleki）

コム カルバラー，
ナジャフ，バスラ

コム 4

マラクーティー・サーラービー
（Prs. Moslem Malakuti Sarabi）

コム，テヘラン，
サーラーブ，タブリーズ

― コム 4

アラヴィー・ボルージェルディー
（Prs. ‘Alavi Borujerdi）

コム，テヘラン，
ボルージェルド

ナジャフ コム 4

ゲラーミー
（Prs. ‘Ali Gerami）

コム，テヘラン，
マシュハド，アラーク

― コム 4

ソブハーニー コム，テヘラン× 2，
タブリーズ

― コム 4

バフジャト コム× 2，マシュハド ― コム 3

シャーフルーディー
（Prs. Mohammad Shahrudi）

コム，テヘラン，マシュハド ― コム 3

ヴァヒード・ホラーサーニー コム，テヘラン，マシュハド ― コム 3

ファドゥルッラー コム ベイルート，
ダマスカス

ベイルート 3

ジャヴァーディー・アーモリー コム× 2 ― コム 2
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構える場合もあれば，ムーサヴィー・アルダビーリーやイラン北西部のアーゼルバーイジャー

ン地方出身の法学権威は，アーゼルバーイジャーン地方の中心都市タブリーズに事務所を構え

る傾向がある．これは一般信徒が法学権威を決定する際の要因のひとつとして地縁があること

と関係していると思われる．法学権威側が地縁のある地域で信徒を獲得するために事務所を開

く，あるいはその地域で多数の信徒を獲得した結果，事務所を開いたということであろう．

これらの法学者のなかには，イラン革命後に政治職を経験した者も少なくない．たとえば，

ヌーリー・ハマダーニーはヨーロッパやインドなどにおける大使館・領事館・文化施設調査

員を，ムーサヴィー・アルダビーリーは憲法制定専門家会議議員および最高裁判所長官37）など

37） 1989 年の憲法改正以前，最高裁判所長官は司法権の実質的な最高責任者に当たる．

ヤアクービー コム ナジャフ ナジャフ 2

モハンマド・バーケル・
シーラーズィー

コム，マシュハド ― マシュハド 2

モンタゼリー コム ― コム 1

アッバース・モダッレスィー・
ヤズディー

（Prs. ‘Abbas Modarresi Yazdi）

コム ― コム 1

マダニー・タブリーズィー
（Prs. Madani Tabrizi）

コム ― コム 1

カーゼム・ハーエリー
（Prs. Kazem Ha’eri）

コム ― コム 1

ショベイリー・ザンジャーニー コム ― コム 1

サーフィー・
ゴルパーイェガーニー

コム ― コム 1

マザーヘリー エスファハーン ― エスファ
ハーン

1

ドゥーズドゥーザーニー
（Prs. Yad Allah Duzduzani）

コム ― コム 1

エッゾッディーン・ザンジャーニー
（Prs. ‘Ezz al-Din Zanjani）

マシュハド ― マシュハド 1

モハンマド・サーデク・
ロウハーニー

コム ― コム 1

サーデク・シーラーズィー コム ― コム 1

テフラーニー テヘラン ― テヘラン 1

ジャンナーティー
（Prs. Ebrahim Jannati）

コム ― コム 1

ミーラーニー
（Prs. ‘Ali Milani）

コム ― コム 1

ガラヴィー・アーリヤリー
（Prs. Gharavi ‘Aliyari）

テヘラン ― テヘラン 1

* エスファハーンにおける事務所は，筆者のフィールド調査後，2008 年 12 月 29 日に開かれた［Rasa 
News Agency〈http://www.rasanews.ir/Nsite/FullStory/?Id=54218〉］．
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を，ソブハーニー（Prs. Ja‘far Sobhani b. 1930）は憲法制定のための専門家会議議員などを，

ジャヴァーディー・アーモリー（Prs. Javadi Amoli b. 1933）はマーザンダラーンにおけるハー

メネイーの代理人，最高司法評議会員，憲法制定専門家会議議員，第一期・第二期後継者選出

専門家会議議員などを，サーフィー・ゴルパーイェガーニーはホメイニー期における監督者

評議会員，マザーヘリー（Prs. Hoseyn Mazaheri b. 1934）は第二期専門家会議員，マラクー

ティーはホメイニーの元代理人，サーネイー（Yusef Sane’i b. 1937）は検事総長を務めた経験

がある［cf. Moqaddam 1386］．これは法学者として著名になるためのキャリアパスとして政

治職経験が少なからず影響しているということであろう．

また国家体制に対するスタンスについてもさまざまであるという特徴もある．政治的スタ

ンスについては，政治職経験者であれば分かりやすく，既述の政治職経験者のうち，モンタ

ゼリーやサーネイー，またムーサヴィー・アルダビーリーを除いた法学権威に関しては，「法

学者の統治」体制に賛同するだけでなく，ハーメネイー体制にも概ね肯定的な立場をとって

いる．一方で政治職経験のない法学者は，「法学者の統治」体制，またハーメネイー体制に

対するスタンスがはっきりと分からないことが多いが，38）そのなかでも国家に対するスタン

スが分かるケースがある．たとえばモハンマド・サーデク・ロウハーニーは法学者が政治参

加すること自体に批判的立場を示している．またモハンマド・サーデク・シーラーズィー

（Prs. Mohammad Sadeq Shirazi b. 1942）の兄モハンマド・シーラーズィー（Prs. Mohammad 

Shirazi d. 2001）がイラン当局から支持者や縁戚が逮捕・拷問を受けていることからすれば

［富田 1997: 44］，モハンマド・サーデク・シーラーズィーとハーメネイー体制が良好な関係

であるとは考えられない．

これらの結果から，Walbridge［2001b］や Amnesty International［1997］が指摘するよう

に，国家体制に批判的な法学権威に対して弾圧が加えられたとはいえ，さまざまな政治的スタ

ンスをもった法学者が法学権威であることが分かるだろう．それでは，こうした法学権威の展

開のなかで，ハーメネイーはどのような位置づけにあるのかを検証したい．

5．法学権威としてのハーメネイーの評価

フィールド調査において法学事務所の所在，法学権威の来歴を確かめることに加え，コムに

おいて事務所に出入りする法学生，マルアシー図書館や法学・法源学専門図書館といったコム

に点在する各種専門図書館に出入りする法学生 27 名に対して，法学権威間に如何なる差異が

あるのかを尋ねた．この調査の目的は事務所を中心とした一般人と法学者が触れ合う場で法学

権威の優劣がどのように認識されているかを知るためである．質問の対象者を法学生に限定し

38） 政治的静謐主義の立場をとる法学権威は，沈黙を守ることで国家に対抗するとともに，婚姻を通じて反体制派

を標榜する関係を築いているという指摘もあるが［cf. Buchta 2000: 88-91］，議論の根拠が乏しい．
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たのは，彼らが法学界の事情に精通しており，正確な情報を提供してくれることが期待される

からである．また比較的質問のしやすい事務所に出入りする法学生だけに限定しなかったの

は，情報の客観性を確保するためであった．彼らの返答はほぼ共通して，「知識（‘alem）」に

よって法学権威間に差があることを認めており，法学権威の序列を語る．ただし返答者によっ

ては，いくつかにカテゴリー化する場合と，全ての法学権威に序列をつける場合があった．後

者は少数であり，多くの場合にはカテゴリー別に法学権威の序列をつけていた．

筆者がインタヴューの結果をもとに後日，法学権威の序列を段階（Prs. daraje）ごとに整理

して作成した表をもとに再び返答者にインタヴューしたところ，39）第 4 段階～第 6 段階に属す

る法学者についてはそれぞれの返答者によってばらつきがあり今後も調査を続けていく必要が

あることが判明したものの，第 1 段階から第 3 段階のそれぞれのカテゴリー内に位置づけて

いる法学者については修正する回答はなかった．その結果を示したのが表 3 である．

表 3 のそれぞれの段階は法学権威の「知識」の序列を示している．またそれぞれの段階内

の法学権威同士にも，「知識」の序列がある．ただし，各段階内の法学権威の序列については，

法学生内で異論が多い．たとえば，第 1 段階について筆者がある法学生に尋ねたところ，バ

フジャトが最有識でありスィースターニーがそれに準ずるとの回答を得たが，別の法学生に尋

ねたところスィースターニーが最有識であり，それにヴァヒード・ホラーサーニーが準ずると

いう回答を得た．この差異について，バフジャトが最有識であると回答した法学生に再度尋ね

たところ，スィースターニー，バフジャト，モンタゼリー，ヴァヒード・ホラーサーニーがい

ずれも最上の「知識」（Prs. A‘lam）に近く，それは個人によって見解が分かれるところであ

るとの回答を得た．しかしながらそれでもやはり彼らと彼らに準ずる段階にあるサーフィー・

ゴルパーイェガーニーの「知識」には，隔たりがあるという指摘を得た．

このように各段階内の上下関係については今後も調査を進める必要があるものの，それぞれ

の段階に属する法学権威の間には「知識」に差異があることは明らかである．そのなかでハー

メネイーは第 2 段階に属している．イラン国内に事務所を構える法学権威のなかで，かなり

上位に位置づけられているものの，ハーメネイーの指導体制に声高に批判するモンタゼリー，

またイラク在住のスィースターニーといった，94 年末の発表で国家が意図的に除外した法学

者よりも下位に位置づけられている．

この序列にみられるハーメネイーの法学権威としての評価は，ハーメネイーが法学権威とし

て二流であることを示している．しかし法学的な知識に乏しかったハーメネイーが政治的知識

を主張されることで法学権威に数えられたことからすれば，高い位置づけにあるといえるだろ

う．というのも，法学者が法学者としての権威を高めるためには，先に述べたように教授活動

39） 作成した表については，8 名の法学生に意見を求めた．
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と執筆活動が必要であるものの，最高指導者であるハーメネイーは少なくとも前者に関しては

行なうことができなかったためである．

これについて誤解を恐れずにいえば，法学者内では法学権威の序列を決定する「知識」の内

容に，法学的知識だけでなく，それ以外の要素が加味されていることに起因していると考えら

れる．たとえば 94 年末に国家側が主張した政治的知識であろう．先に触れた法学者として著名

になるためのキャリアパスとして政治職経験が少なからず影響していることからもうかがえる．

加えて，近年イラン国内で一般信徒向けに出版されている法学権威の来歴を紹介した『法学

権威詳解（Ashena’i-ye ba hame-ye maraja‘-e taqlid）』の記述からも法学権威の「知識」のあり

方に政治的知識が加味されていることが指摘できる．同書には出版された時点で既に死去して

いたホメイニー，レザー・ゴルパーイェガーニー，アラーキー，フーイーの順に紹介がなされ

た後，闘うウラマー協会，講師協会による政治的知識を強調した 94 年末の発表の重要性に言

及し，ハーメネイー，バフジャト，ランキャラーニー，スィースターニー，マカーレム・シー

ラーズィー，ヴァヒード・ホラーサーニーという順に法学権威を紹介している．同書には，モ

ンタゼリーやサーネイーといったハーメネイー最高指導者を中心としたハーメネイー体制に反

対する法学権威も含まれており，イラン国家にとって都合のよい法学権威の情報だけを載せて

表 3　法学権威間の序列 *

段階 法 学 権 威

1 スィースターニー バフジャト モンタゼリー ヴァヒード・
ホラーサーニー

2 ハーメネイー ハキーム ショベイリー・
ザンジャーニー

ファドゥルッラー

マカーレム・
シーラーズィー

サーフィー・
ゴルパーイェガーニー

ジ ャ ヴ ァ ー デ ィ ー・
アーモリー

3 ヌーリー・ハマダーニー カーゼム・ハーエリー シャーフルーディー サーネイー

ムーサヴィー・
アルダビーリー

モハンマド・サーデク・
ロウハーニー

サーデク・
シーラーズィー

4 マザーヘリー ソブハーニー テフラーニー ゲラーミー

エッゾッディーン・
ザンジャーニー

モハンマド・バーケル・
シーラーズィー

5 アラヴィー・ゴルガーニー ミーラーニー ジャンナーティー マーレキー

マダニー・タブリーズィー アラヴィー・
ボルージェルディー

6 モダッレスィー・
ヤズディー

ナジャフィー・
キャーボリー

マラクーティー・
サーラービー

ガラヴィー・
アーリヤリー

ドゥーズドゥーザーニー ヤアクービー

 * ファドゥルッラー，ヤアクービーの序列については，コムのハウザへの参加が少なく判断材料が乏しく，
判断が難しいとの返答を受けた．

** 灰色で塗られた枠内の法学権威については，イラン国外居住者であることを指す．
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いるわけではないことを意味する．そのなかでは政治職経験をもった法学権威だけでなく，政

治職未経験の法学権威についてもイラン政治への貢献が記されている．

6．お わ り に

本稿では，94 年末に国家側の法学者組織による推奨法学権威の発表が既存の法学者社会で

の法学権威のあり方に与えた影響についてフィールド調査の結果を中心に検証した．

法学権威は，一般信徒の信仰実践の手本として，法学者のなかでも特に法学的知識に優れた

法学者がなるものであり，それは法学者同士の学知システム，また一般信徒の個人的な志向性

にもとづくものであった．しかし 94 年末にハーメネイーは，十分な法学的知識を備えていな

いにもかかわらず，政治的知識の重要性が説かれ，国家側の法学者組織によって推奨する法学

権威として一般信徒に紹介された．そのため国内の批判も大きく，それを鎮めるために，自ら

国内での法学権威としての役割を辞退した．

しかし筆者が 2008 年に行なったインタヴュー調査の結果，ハーメネイーは法学権威として

の役割をイラン国内でも担っているということが明らかになった．加えて，法学生の間では

知識にもとづけば，2 番目に重要な法学権威群に数えられていたことも明らかとなった．そ

れは最高指導者と法学権威の繋がりが再び強化されつつあることを示唆しており，Arjomand

［2009: 41-52］が指摘するような支配体制の維持が政治機構の強化だけをもって行なわれてき

たということではないことの再確認も示している．

またイラン国内において法学権威の役割が弱体化しているとの Walbridge［2001b: 244］の

指摘も少なからず再考の余地がある．既述のように，Walbridge［2001b: 234-245］は国家に

よる反体制派の法学権威への抑圧策によって，法学権威の役割が弱体化していると指摘するも

のの，その論拠は，法学権威への抑圧策を国家が実施していたこと，また国外の一般信徒の動

向にもとづいている．しかし法学権威のあり方への影響を論じるのであれば，一般信徒側の問

題とともに，法学者内の学知システムについても論じる必要があった．

他方，筆者は法学者内の学知システムに着目した結果，法学権威に政治職経験者が多数含ま

れていること，また一般信徒に向けて執筆された法学権威を紹介する書籍において政治的知識

の重要性が強調されていることから，法学権威の「知識」について，94 年末に国家側が強調

した政治的知識も加味されていることが強く推断できることを指摘した．

しかしそれは Walbridge［2001b: 244］が指摘するように，法学権威の役割が弱体化してい

る可能性を示すものであるとは考えにくい．もちろん国家が特定の法学権威に対して行なった

抑圧策によって，活動の制限が加えられ，彼らの法学者内での評価が相対的に減少し，彼らの

担っていた役割が弱体化した可能性は考えられる．しかしながら自宅軟禁状態に置かれていた

モンタゼリーが第一級の法学権威として考えられていたことからすれば，必ずしも抑圧を受け
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た法学権威の役割が弱体化したとはいえない．むしろ政治職経験者であり，国家批判を通じて

積極的に政治に参加するモンタゼリーが第一級の法学権威に数えられることそれ自体が，法学

権威がもつ「知識」に政治的知識が加味されていることの現れであるといえる．

したがって筆者は，94 年末の発表が与えた影響について，法学者内で法学権威のもつ「知

識」として政治的知識が加味されていることが強く推断されたことを受け，国家への政治的立

場の如何にかかわらず政治に積極的に関与する法学権威に関しては法学権威としての評価を高

めるとともに，政治的知識が必要とされたことで彼らが担う政治的役割が明示化され，法学権

威全体の役割についても強化されたと結論づける．
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